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産学連携に関する取り組み状況について

平成１８年１月３１日
経 済 産 業 省

資料８
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【平成10年】
・「大学等技術移転促進法」(TLO法)策定→【措置内容】TLO（技術移転機関）の整備促進
・「研究交流促進法」改正→【措置内容】産学共同研究に係る国有地の廉価使用許可
【平成11年】
・『中小企業技術革新制度』（日本版SBIR）の創設
・「産業活力再生特別措置法」策定→【措置内容】日本版バイドール条項・承認TLOの特許料1/2軽減
・日本技術者教育認定機構（JABEE）設立
【平成12年】
・「産業技術力強化法」策定→【措置内容】承認・認定TLOの国立大学施設無償使用許可
【平成13年】
・『平沼プラン』で「大学発ベンチャー1000社計画」発表
【平成14年】
・「蔵管一号」改正→【措置内容】大学発ベンチャーの国立大学施設使用許可
・ＴＬＯ法告示改正→【措置内容】承認TLOの創業支援事業円滑化
【平成15年】
・「学校教育法」改正→【措置内容】専門職大学院制度創設、学部・学科設置の柔軟化、アクレディテーション制度導入

・「特別共同試験研究費の総額に係わる税額控除制度」創設

【平成16年】
・「国立大学法人法」施行→【措置内容】教職員身分：「非公務員型」、承認ＴＬＯへの出資

・「特許法等の一部改正法」施行→【措置内容】大学、TLOに係る特許関連料金の見直し
・ＴＬＯ補助金において「スーパーＴＬＯ」への整備・支援開始
・「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」の策定
【平成17年】
・平成１６年度末時点で「大学発ベンチャー１０００社計画」達成（1,112社が創出）
・「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」報告書

・「大学活動評価手法調査」により各大学の産学連携活動の質的評価

【平成10年】
・「大学等技術移転促進法」(TLO法)策定→【措置内容】TLO（技術移転機関）の整備促進
・「研究交流促進法」改正→【措置内容】産学共同研究に係る国有地の廉価使用許可
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・「産業活力再生特別措置法」策定→【措置内容】日本版バイドール条項・承認TLOの特許料1/2軽減
・日本技術者教育認定機構（JABEE）設立
【平成12年】
・「産業技術力強化法」策定→【措置内容】承認・認定TLOの国立大学施設無償使用許可
【平成13年】
・『平沼プラン』で「大学発ベンチャー1000社計画」発表
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・ＴＬＯ法告示改正→【措置内容】承認TLOの創業支援事業円滑化
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・「特別共同試験研究費の総額に係わる税額控除制度」創設
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・「国立大学法人法」施行→【措置内容】教職員身分：「非公務員型」、承認ＴＬＯへの出資

・「特許法等の一部改正法」施行→【措置内容】大学、TLOに係る特許関連料金の見直し
・ＴＬＯ補助金において「スーパーＴＬＯ」への整備・支援開始
・「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」の策定
【平成17年】
・平成１６年度末時点で「大学発ベンチャー１０００社計画」達成（1,112社が創出）
・「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」報告書

・「大学活動評価手法調査」により各大学の産学連携活動の質的評価

産学連携を促進するための取り組みの系譜産学連携を促進するための取り組みの系譜
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産学共同研究・委託研究の進捗状況産学共同研究・委託研究の進捗状況

○国立大学等と企業との共同・受託研究実績は着実に伸びてきている。（平成１６年度には、共同研究は約
９３００件、委託研究は約７８００件に増加。）

○他方で、提供目的が明確でない奨学寄付金の形態での資金提供は、横這い傾向。

○国立大学等と企業との共同・受託研究実績は着実に伸びてきている。（平成１６年度には、共同研究は約
９３００件、委託研究は約７８００件に増加。）

○他方で、提供目的が明確でない奨学寄付金の形態での資金提供は、横這い傾向。
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国立大学等と企業との委託研究実施状況国立大学等と企業との委託研究実施状況
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（年度）

○資金提供目的が明確でない奨学寄付金の
形態での資金提供は、横ばい傾向。

○他方で、研究目的・成果物のイメージが明
確である共同・委託研究形態による資金提
供は、増加傾向。

国立大学等の奨学寄附金の受入額推移国立大学等の奨学寄附金の受入額推移

国立大学等と企業との共同研究実施状況国立大学等と企業との共同研究実施状況
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【文部科学省調査より】
※国立大学等には、短大、高専、大学共同利用機関を含む
（ただし、公立大学・私立大学は含まない）

※共同研究の受入金額については、平成１１年度より調査を開始
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Ⅰ．技術移転体制の強化Ⅰ．技術移転体制の強化
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知的財産の活用知的財産の保護

知財の創出・選別・出願 ライセンス活動等ルール策定等

知財戦略の企画・立案

知財管理・活用ルールの作成

産学官連携の基本的ルール作成

知財の扱いに関するアドバイス

学内啓蒙

学内体制の整備

知財創出・取得のマネジメント

研究成果・秘密情報の保持

・ １大学と１TLOとの連携
・ 複数大学と１TLOとの連携
・ 大学の外部組織型TLO
・ 大学の内部組織型TLO 

全体の事業の実施に当たっては、各大学の主体的な
判断により、知的財産本部とＴＬＯとの関係を整理し、
効率的・効果的な体制が選択される。

知的財産本部とTLOは知的財産の保護・活用のために一体的な連携体制を構築

－ 大学とTLOとの関係は多様（一律のルール化は出来ない）

研究成果の評価・選別

研究成果の権利化

実施許諾

インキュベーション事業
・経営面での助言
・技術指導等
・金融面での支援

情報提供

（総合科学技術会議知的財産調査会資料より）

ＭＥＴＩ
Ministry of Economy, 

Trade and Industry

１．大学における知的財産の保護・活用のために必要な対応１．大学における知的財産の保護・活用のために必要な対応

知財本部 ＴＬＯ
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筑波リエゾン研究所（筑波大）
東京大学ＴＬＯ（東大）【スーパーＴＬＯ】
○生産技術研究奨励会（東大）
理工学振興会（東工大）【スーパーＴＬＯ】
農工大ティー・エル・オー（農工大）
よこはまティーエルオー（横国大、横市大）
日本大学産官学連携知財センター（日大）【スーパーＴＬＯ】
早稲田大学産学官研究推進センター（早大）
慶應義塾大学知的資産センター（慶大）
明治大学知的資産センター（明大）
タマティーエルオー（創価大、都立大）
キャンパスクリエイト（電通大）
東京理科大学科学技術交流センター（理科大）
山梨ティー・エル・オー（山梨大）
○東京電機大学産官学交流センター（電機大）
○日本医科大学知的財産・ベンチャー育成センター（日医大、日獣医大）
○オムニ研究所（長岡技大）

東北テクノアーチ（東北大）【スーパーＴＬＯ】

北海道ティー・エル・オー（北大）

新潟ティーエルオー（新潟大）

浜松科学技術研究振興会（静大）

名古屋産業科学研究所（名大）【スーパーＴＬＯ】
○三重ティーエルオー（三重大）
豊橋キャンパスイノベーション（豊橋技術科学大）

関西ティー・エル・オー（京大、立命館大）【スーパーＴＬＯ】
大阪産業振興機構（阪大）
新産業創造研究機構（神大）

テクノネットワーク四国（徳島大）

山口ティー・エル・オー（山口大）【スーパーＴＬＯ】

北九州産業学術推進機構（九工大）
産学連携機構九州（九大）

くまもとテクノ産業財団（熊本大）

金沢大学ティ・エル・オー（金沢大）

○鹿児島ＴＬＯ（鹿児島大）

信州ＴＬＯ（信州大）

○みやざきＴＬＯ（宮崎大）

○大分ＴＬＯ（大分大）

ひろしま産業振興機構（広島大）

岡山県産業振興財団（岡山大）

○大学研究成果の民間企業への技術移転を促進するためＴＬＯ（技術移転機関）の整備を促進した結果、承
認ＴＬＯ数は４１機関（平成１７年９月現在）。また、大学学内の知財管理等を行う知的財産本部についても
TLOの整備が進んでいる大学を中心に４３大学で体制構築が進められている。

○大学研究成果の民間企業への技術移転を促進するためＴＬＯ（技術移転機関）の整備を促進した結果、承
認ＴＬＯ数は４１機関（平成１７年９月現在）。また、大学学内の知財管理等を行う知的財産本部についても
TLOの整備が進んでいる大学を中心に４３大学で体制構築が進められている。

（ ）内は主な提携大学
○・・承認ＴＬＯのみ設置
それ以外はＴＬＯと知財本部の両方が整備

※なお、知財本部のみを設置している大学は、岩手大、群馬・埼玉大、東京海洋大、北陸先端科学技術
大学院大、奈良先端科学技術大学院大、東海大、東京医科歯科大、大阪府立大、岐阜大、名古屋
工業大の１０校ほか独立行政法人１機関

○長崎ＴＬＯ（長崎大）

○佐賀大学ＴＬＯ（佐賀大）

２．２．TLOTLO・知的財産本部の整備状況について・知的財産本部の整備状況について
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○これまで、大学研究成果の民間企業への技術移転を促進するためＴＬＯ（技術移転機関）の整備
を促進した結果、ＴＬＯ全体のライセンス収入２９億円を達成。

○一方、米国のＴＬＯ全体のライセンス収入が約１０億ドル（約１１００億円）程度であることを
考えると今後さらに我が国の技術移転体制を強化することが必要。

○そのためには、ＴＬＯと知財本部のさらなる連携を図りつつ研究成果の目利き能力やマーケティ
ング力を強化することが重要。

○これまで、大学研究成果の民間企業への技術移転を促進するためＴＬＯ（技術移転機関）の整備
を促進した結果、ＴＬＯ全体のライセンス収入２９億円を達成。

○一方、米国のＴＬＯ全体のライセンス収入が約１０億ドル（約１１００億円）程度であることを
考えると今後さらに我が国の技術移転体制を強化することが必要。

○そのためには、ＴＬＯと知財本部のさらなる連携を図りつつ研究成果の目利き能力やマーケティ
ング力を強化することが重要。

３．大学研究成果の技術移転の実績（日米比較）３．大学研究成果の技術移転の実績（日米比較）

（特許出願件数）

承認TLOの特許出願件数及びロイヤリティ等収入の推移承認TLOの特許出願件数及びロイヤリティ等収入の推移

各年度におけるＴＬＯの技術移転実績（単年度）各年度におけるＴＬＯの技術移転実績（単年度）

（件）

（千円）
ＴＬＯによる技術移転活動の日米比較ＴＬＯによる技術移転活動の日米比較

※平成１６年度ロイヤリティ等収入額については、エクイティの売却収入を含む

10.3億ドル29億円ライセンス収入

3,855件626件ライセンス件数

7,203件1,226件特許出願件数

165機関41機関TLO数

米 国日 本

注1：日本のTLO数は2005年11月現在
注2：日本の特許出願件数、ライセンス件数、ライセンス収入は平成16年度（単年度）
実績（経済産業省調べ）

注3：米国のTLO数、特許出願件数、ライセンス件数、ライセンス収入は2003年度実
績（AUTM調べ）
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４．大学・知財本部・ＴＬＯに対する産業界からの評価（レイティング）４．大学・知財本部・ＴＬＯに対する産業界からの評価（レイティング）

○ 産学連携活動を活発に行っている企業へのヒアリング調査を通じて、大学との共同研究・委託研究及び大学

研究成果のライセンスについて、①ＴＬＯの技術移転能力、②知的財産本部の事務処理能力、③大学の産学

連携関連規程・運用の３点からの評価を分析。

○ 産学連携活動を活発に行っている企業へのヒアリング調査を通じて、大学との共同研究・委託研究及び大学

研究成果のライセンスについて、①ＴＬＯの技術移転能力、②知的財産本部の事務処理能力、③大学の産学

連携関連規程・運用の３点からの評価を分析。

■アンケート事例数

■共同研究・委託研究に係る評価

＜調査概要＞

■ヒアリング対象企業：１２３社

評価基準 評価件数 割合（％）

A　うまくいっている 114 9.01%

B　特に問題はない 926 73.20%

C　改善の余地あり 225 17.79%

合計 1,265 100.00%

アンケート回答事例数　（註１） 1,516 件
上記事例実施研究機関数 238 機関
　有効回答事例数　    （註２） 1,265 件
　　契約内容　共同・委託研究 1,235 件
　　　　　　　ライセンス契約 30 件

うち　大企業（３８社） 1,062 件
中小企業（８５社） 203 件

（註１）共同・委託研究事例1,472件、ライセンス契約事例44件
（註２）アンケート回答事例数のうち①企業がＡ～Ｃ評価を行わなかった事例

１４７件、②１企業から１大学に関する評価しかされていないため、他大
学との相対比較がなされていない事例１０４件を除いた事例数

（産学連携活動を活発に行なっている大企業を各産業
分野から３８社、中小・ベンチャー企業から８５社を選定）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

＊＊大学

筑波大学

広島大学

大阪大学

産業技術総合研究所

九州大学

九州工業大学

京都大学

徳島大学

東京農工大学

立命館大学

A評価分布 B評価分布 C評価分布

■全大学ランキング ……評価回答事例数が１５件以上となった１９大学等を対象として、
Ａ、Ｂ、Ｃ評価結果を総合評価。
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＜＜TLOTLOのリエゾン機能・技術移転能力について＞のリエゾン機能・技術移転能力について＞

●知財本部の契約スタッフに契約書原案を送ったものの、法人化に伴う混乱が原因で放置された。ＴＬＯにお願いしたところ、間に
入ってくれたため、調整が進み無事契約に至ることができた。

＜知財本部の事務処理能力等について＞＜知財本部の事務処理能力等について＞

●ある大学では、学内の研究支援組織が機能していたため、相手方の教授から大学事務方にスムーズに情報が流れ、知財の権
利帰属、契約書の更改等面倒な手続きに煩わされることなく共同研究を進めることができた。

＜大学における産学連携規程・運用について＞＜大学における産学連携規程・運用について＞

●大学の準備したひな形ではなく、当社が標準様式として用いている契約文書のひな形をベースに契約を締結することができた。

＜＜TLOTLOのリエゾン機能・技術移転能力について＞のリエゾン機能・技術移転能力について＞

●ＴＬＯに大学でどのような研究がなされているか問い合わせても、ＴＬＯはどの教授が何を研究しているか把握していな
かった。このＴＬＯは特許取得・管理等の事務処理のみを行っており企業としてはあまり役に立たない。

＜知財本部の事務処理能力等について＞＜知財本部の事務処理能力等について＞

●共同研究の申し込みは、学部の研究協力課となっているが、契約内容の交渉となると知財本部との協議事項となるため、大学
側の対応に長期間を要する。また、学部が異なると契約書の内容も別々であり、大学として統一されていない。

＜大学における産学連携規程・運用について＞＜大学における産学連携規程・運用について＞

●共同研究契約であるにもかかわらず委託研究契約書に基づく契約締結を求められた。さらに一字一句とも文言修正不可との
対応をとられたため覚え書きによる対応をとらざるを得なかった。

●共同研究によって生まれた知的財産権は大学と共有出来るが、これを利用して事業収入を得た場合、その一部を大学側に支
払うことを求められている（不実施補償条項）。会社としてはリスクを負って事業化しており、やや一方的な論理である。

企業からの評価が高いケース企業からの評価が高いケース

企業からの厳しい評価がなされたケース企業からの厳しい評価がなされたケース

産業界が大学等の産学連携機能を高・低評価した理由産業界が大学等の産学連携機能を高・低評価した理由
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産業界・大学・ＴＬＯの連携体制の現状産業界・大学・ＴＬＯの連携体制の現状

共同研究

ライセンス契約

産業界産業界

事務局事務局

大学大学

ＴＬＯＴＬＯ知財本部知財本部

中堅企業

中小企業

中堅企業

中小企業

大学発
ベンチャー

大学発
ベンチャー

連携

研究者

研究者

大企業大企業

研究者

■企業は、大学事務
局と知財本部等の連
携強化による窓口の一
本化を図ることを期待。

■企業は、ＴＬＯが大学
研究者の研究内容につ
いて把握することや企業
への提案力を高める体制
を構築することを期待。

シーズとニーズのマッチング

■企業は、ＴＬＯが企業
側の考えを理解し大学事
務局等との円滑な調整を
行うことを期待。

■企業は、大学事務局と知財本部の間
で技術移転ポリシーに基づいて契約のあ
り方等について認識を共有し知的財産
権の取扱等について柔軟な契約交渉を
行うことや共同研究時の秘密管理や利
益相反ルールの適切な運用を期待。

連携

■企業は、知的財
産本部とＴＬＯの役
割分担の明確化を
求めている。
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22.66% 65.52%

74.67%

73.20%

18.93%

17.79%

6.40%

9.01%

11.82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中小企業

大企業

全体

A評価分布 B評価分布 C評価分布

91.23

87.48

110.84

評価点

（３８社）

（８５社）

（１２３社）

共同研究

ライセンス契約

産業界産業界

事務局事務局

大学大学

ＴＬＯＴＬＯ知財本部知財本部

中堅企業

中小企業

中堅企業

中小企業

大学発
ベンチャー

大学発
ベンチャー

連携

研究者

研究者

大企業大企業

研究者

シーズとニーズ
のマッチング

連携

調査結果に基づく分析①調査結果に基づく分析①

①全体的な傾向として、大企業に比べて中小企業の方が大学の産学連携活動に高い評価をしている。

②中小企業は大企業に比べて大学研究者の研究内容の把握や人的な繋がりの構築が不十分であり、大
学の産学連携部局やＴＬＯのリエゾン機能に対するニーズが高い。

①全体的な傾向として、大企業に比べて中小企業の方が大学の産学連携活動に高い評価をしている。

②中小企業は大企業に比べて大学研究者の研究内容の把握や人的な繋がりの構築が不十分であり、大
学の産学連携部局やＴＬＯのリエゾン機能に対するニーズが高い。

■企業規模による評価

図．産業界・大学・ＴＬＯの連携体制

企業規模別の分析企業規模別の分析

中小企業のニーズが高い！中小企業のニーズが高い！
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13.79%

20.48%

39.07%

57.58%

58.62%

67.47%

49.67%

36.36%

27.59%

12.05%

11.26%

6.06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医学部

薬学部

その他バイオ
関連学部

農学部

12.72%

8.79%

9.01%

54.62%

80.18%

78.79%

80.43%

73.20%

32.66%

15.67%

13.13%

10.78%

17.79%

4.15%

8.08%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バイオ

ＩＴ

その他

製造

全体

A評価分布 Ｂ評価分布 Ｃ評価分布

調査結果に基づく分析②調査結果に基づく分析②

①製造、ＩＴ等の他分野に比べ、バイオ分野は評価が低い。また、バイオ分野について学部別に見ると、医学部、
薬学部の評価点は低いが、農学部の評価は高く、学部間の評価の差が大きい。

②大学別に見ると、同じ大学内でも学部ごとの評価は大きく異なった。これは、各学部の産学連携活動への取
組み状況の違いによって評価が分かれているものと考えられる。

①製造、ＩＴ等の他分野に比べ、バイオ分野は評価が低い。また、バイオ分野について学部別に見ると、医学部、
薬学部の評価点は低いが、農学部の評価は高く、学部間の評価の差が大きい。

②大学別に見ると、同じ大学内でも学部ごとの評価は大きく異なった。これは、各学部の産学連携活動への取
組み状況の違いによって評価が分かれているものと考えられる。

■技術分野別による評価

■バイオ分野による学部別の評価

Ａ大学

Ｂ大学

■大学別の学部別評価（一部）

94.58

評価点

94.95

80.06

98.01

88.48

108.21

評価点

86.21

技術分野別の分析技術分野別の分析

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医学部

薬学部

工学部

その他

農学部

全体

A評価分布 B評価分布 C評価分布

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医学部

薬学部

工学部

その他

農学部

全体

A評価分布 B評価分布 C評価分布

同じ大学内でも、学部に
よって評価が異なる

バイオ分野で医学部は
平均的に評価が低かったが、
大学間の評価の分散も大き
い

産学連携活動への取
組み状況の違いに
よって評価が分かれ

ている

69.70

61.59
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調査結果に基づく分析③調査結果に基づく分析③

①３年間で、私立大学等の評価点は上昇しているが国立大学の評価点はほぼ横ばいとなっている。
平成１６年４月の国立大学法人化に伴う事務手続き等の混乱が影響した可能性がある。

②大学等ごとに産学連携活動に積極的な取り組みを展開する大学が拡大する一方、混乱を起こしている大学
も存在する等、産業界による評価が２極化してきている。

①３年間で、私立大学等の評価点は上昇しているが国立大学の評価点はほぼ横ばいとなっている。
平成１６年４月の国立大学法人化に伴う事務手続き等の混乱が影響した可能性がある。

②大学等ごとに産学連携活動に積極的な取り組みを展開する大学が拡大する一方、混乱を起こしている大学
も存在する等、産業界による評価が２極化してきている。

■年度毎の活動評価の推移

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

A評価分布 B評価分布 C評価分布

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

A評価分布 B評価分布 C評価分布

■個別大学による年度毎の評価推移（一部）

65.18%

74.71%

78.77%

21.43%13.39%

9.20%

7.53%

16.09%

13.70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

●国立大学

69.68%

67.45%

72.57%

17.42%

22.64%

20.00%

12.90%

9.91%

7.43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

●私立大学等

Ｐ大学（国立） Ｑ大学（国立）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

A評価分布 B評価分布 C評価分布

Ｒ大学（私立大学等）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成16

平成15

平成14

A評価分布 B評価分布 C評価分布

Ｓ大学（私立大学等）

評価点

93.84

93.10

91.96

87.26

95.48

87.43

契約年度別の分析契約年度別の分析

評価点

評価が上がった例 評価が下がった例

＜高評価＞ ＜低評価＞

２極化の傾向がみられる



14

利益相反・利益相反・
責務相反責務相反

・・・利益相反・責務相反についての大
学のスタンスは？

情報公開ルール情報公開ルール
の運用の運用

・・・大学関係者のどこまでに秘密保持
義務を負わせるべきか？

「間接経費」の「間接経費」の
支払い支払い

・・・共同研究の「間接経費」への大学
の基本的スタンス、企業への要望
は？

「不実施補償」「不実施補償」
・・・大学と企業との共有特許について、
企業が実施した場合に企業が大学
に実施料（不実施補償）を支払うべ
きか？

論点

・利益相反事例としては、ベンチャー企業を設立し
た大学教員について、当該教員の学内活動とベ
ンチャー企業における活動の間の仕切りを明確
にすべきとのコメントが多い。

・大半の大学が利益相反マネジメント規定等の
ルールの整備中か運用を始めた段階。

・トラブル事例が生じているという認識は薄い。

・学生にまで守秘義務を負わせるか否かについて
は、様々な意見が幅広く存在。

・ほとんどの大学では、情報管理の重要性を認識
し、体制整備を進めているが、大学と雇用関係
にない学生を秘密保持義務契約に含めることに
ついては困難との立場。

・一方、大学側の立場に理解を示し支払いに快く
応じる企業も存在。

・国立大学法人化後、共同研究の間接経費を引
き上げようとする大学が大勢。

・引き上げについては企業側の理解を得る上で
苦労している大学が多数存在。

・大学が不実施補償を取ることについては強硬な
立場を取る企業から、支払いは当然と考える企
業まで幅広く存在。

・なお、不実施補償に関する多くの摩擦は、支払期
限等の支払い条件を巡るものが主体。

・ほとんどの大学は、不実施補償を取るべきとの
立場。

・一部の大学では複数の企業と交渉が難航して
おり、大学によって交渉の進捗状況が大きく異
なる。

産業界大学等

産学連携システムの更なる強化に向けた課題産学連携システムの更なる強化に向けた課題

産学連携に携わる産学双方の交渉スタンス産学連携に携わる産学双方の交渉スタンス

○ヒアリング調査を通じて、産業界と大学の間で検討を深めることが必要との指摘が多くなされた事項（不実施補償の

在り方等）について、大学側の取組み状況及び見解等について調査を実施した。

○大学側が産学連携活動において産業界側に対して改善を求めたい事項についても調査した。

○ヒアリング調査を通じて、産業界と大学の間で検討を深めることが必要との指摘が多くなされた事項（不実施補償の

在り方等）について、大学側の取組み状況及び見解等について調査を実施した。

○大学側が産学連携活動において産業界側に対して改善を求めたい事項についても調査した。
■調査対象： 企業に対する調査の結果、比較的多くの事例が収集できた大学を対象にアンケートを実施し、１９大学が回答。
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産学連携活動を通じて大学側が産業界に改善を求める事項産学連携活動を通じて大学側が産業界に改善を求める事項

知的創造拠点としての国内大学を育てるという配慮をお願いしたい。国立大学法人の体制・組織を理解し、共に発展し共
に育つという協力精神を持ってもらいたい。

企業トップは大学との連携に基礎研究の充実を期待していることが多いが、実務者レベルでは短期実用的な課題に集中
するなど立場が異なることがある。企業内での意思統一が必要。

大学は公的資金で成り立っているため、大学の知財を譲渡して当然とのスタンスを取る企業もあるが、大学側にもインセ
ンティブがないと、知的創造サイクルがうまく回らなくなってしまう。

大学が研究成果を創出するに要する費用の極一部しか企業は負担していないことを謙虚に受け止めるべき。

自らの立場のみを主張する企業がいるが、個々の案件毎に柔軟に対応できるようにお願いしたい。

大学は決して企業の下請け研究所ではない。研究資金を支払えば、研究所がもつノウハウも成果も全てを大学からもら
うのが当たり前であるとの権利主張が大企業に比較的多く、契約等の調整に無駄な労力を要している。中小企業との連
携では、企業側の主張と大学の主張がうまく公共性を維持したスムーズな契約を経て、短期間で共同研究が開始される
ことが多い。

個別契約への対応スピードという点においては、大学側よりも企業側の対応がはるかに遅いケースも多い。

企業側の窓口が一元化されておらず複数存在し、交渉過程における窓口変更によってそれまでの交渉条件が維持され
ないことがある。また、企業内の担当者によって主張内容が食い違うことがある。企業側の交渉窓口の一本化を望む。

共同研究費については、これまでの相場にとらわれず、必要なコストと企業にとっての価値を反映した適正な水準にして
ほしい。
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調査結果の総括調査結果の総括

●大学において生み出される知的な資産が技術革新として円滑に結実していくためには、産学連携の体

制整備、円滑な運営を大学側としても進めるとともに、産業界側も次代を拓くイーコールパートナーとし

て大学をとらえ、共に育てるという認識を持つべき。この観点から、さらなる産学連携の深化に向け、産

学官の関係者間が集まり、議論を行う場を設けることが望まれる。

●産学連携活動を今後さらに促進していくためには、政府としても、産学連携に積極的に取り組む大学に

対して、運営費交付金やマッチングファンドなどの競争的資金等の資源配分を重点的に行うことを通じ

て、産学連携活動へのインセンティブを付与することが重要である。

●大学において生み出される知的な資産が技術革新として円滑に結実していくためには、産学連携の体

制整備、円滑な運営を大学側としても進めるとともに、産業界側も次代を拓くイーコールパートナーとし

て大学をとらえ、共に育てるという認識を持つべき。この観点から、さらなる産学連携の深化に向け、産

学官の関係者間が集まり、議論を行う場を設けることが望まれる。

●産学連携活動を今後さらに促進していくためには、政府としても、産学連携に積極的に取り組む大学に

対して、運営費交付金やマッチングファンドなどの競争的資金等の資源配分を重点的に行うことを通じ

て、産学連携活動へのインセンティブを付与することが重要である。

Ⅰ．産業界へのアンケート・ヒアリング調査結果

Ⅱ．大学等へのアンケート調査結果

中小企業の方が大学に対する評価が高いこと、バイオ分野の企業側評価は他分野に比して評価が低いこと、国立大学法人化を
迎えた２００４年度以降各大学の対応についての企業の評価は二極化しつつあることが明らかになった。

個別大学における評価の個体差が極めて大きいことが明らかとなり、最終的には個別大学毎の取り組み姿勢に依存している部
分が極めて大きいことが示唆された。

今後、優れた技術移転の実績を上げている大学におけるベストプラクティスを共有していくことの重要性が示唆された。

以上の
結果より、

大学側と産業界側で問題となっている不実施補償はほとんどの大学が必須と考えているが、不実施の対価として
何を要求するかについては、大学間でスタンスが異なることが明らかになった。

一方、企業側は、不実施補償に対する考え方が産業分野や企業規模によって異なる傾向がある。

今後、大学側と産業界側がより相互理解を深めることで、産学連携の障壁が取り払われていくことが期待される。


